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開催日：令和２年１月１７日（金） 

    午後１時３０から 

場 所：八千代市福祉センター２階第１会議室   
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八千代市選挙管理委員会 



 

令和２年 第１回 八千代市選挙管理委員会会議録 

１ 開 会 時 刻 午後１時３０分 

２ 開 催 場 所 八千代市福祉センター２階第１会議室 

３ 出 席 委 員 

委 員 長 周 郷 文 雄 委 員 江 口  修 

委 員 内 山  仁 委 員 廣 川  実 

４ 出 席 書 記 

局 長 江 波 戸 勝 次 長  岡 本  浩 

主 査 保 田  敦 主任主事 野 口 聖 洋 

５ 会議の議案 

議案 

第１号 在外選挙人名簿に登録する者等を定めることについて 

第２号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

 

報告事項 

第１号 令和元年八千代市議会第４回定例会について 

第２号 選挙出前講座について 

第３号 電子公印について 

第４号 令和元年度明るい選挙啓発ポスター展示について 

第５号 選挙事務における調査結果について 

６ 閉会時刻 午後３時１５分 

７ 公開又は 
  非公開 公開 

８ 傍聴人数 ０名 
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発言者 発 言 要 旨 

周郷委員長 

 

定刻となりましたので，始めさせていただきます。 

ただいまの出席委員は全員であります。 

定足数に達しておりますので，本日招集されました令和２年第１

回八千代市選挙管理委員会は成立しました。 

これより会議を開きます。 

議案の審議に先立ち会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は，八千代市選挙管理委員会規程第１０条第２項

の規定により，内山委員を指名します。 

議案第１号「在外選挙人名簿に登録する者等を定めることについ

て」を議題といたします。 

事務局より説明願います。 

局   長 

 

議案第１号「在外選挙人名簿に登録する者等を定めることについ

て」公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項

の規定により，在外選挙人名簿に登録する者を，次のとおり定め

る。 

令和２年１月１７日提出 

八千代市選挙管理委員会 委員長 周郷文雄 

以下，内容についてご説明いたします。 

公職選挙法第３０条の４の規定により，在外選挙人名簿の被登録

資格は，年齢満１８年以上の日本国民で，領事官の管轄する区域内

に引き続き３か月以上住所を有するものとされております。 

つきましては，申請者の被登録資格について調査し，本籍地の市

町村に確認したところ，在外選挙人名簿に登録される資格を有する

ものと認められますので，議案のとおり２名の方を登録するもので

す。 

これより，登録申請書，意見書等の関係書類をお回しいたします

ので，ご審議の程，お願いいたします。 

周郷委員長 これより，議案第１号について質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

各 委 員 質疑なし 

周郷委員長 質疑なしと認めます。 

これより，議案第１号「在外選挙人名簿に登録する者等を定める

ことについて」採決いたします。 

本案は，原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

周郷委員長 ご異議なしと認めます。 

よって，本案は原案のとおり可決されました。 

周郷委員長 次に，議案第２号「在外選挙人名簿から抹消することについて」

を議題といたします。 
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事務局より説明願います。 

局   長 

 

議案第２号「在外選挙人名簿から抹消することについて」公職選

挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１１第２号の規定に

より，在外選挙人名簿から抹消する者を次のとおり定める。 

令和２年１月１７日提出 

八千代市選挙管理委員会 委員長 周郷文雄    

以下，内容についてご説明いたします。 

公職選挙法第３０条の１１第２号の規定により，在外選挙人名簿

に登録されている者が，国内の市町村において住民票が新たに作成

された日後，４か月を経過するに至ったときは，抹消しなければな

らないとされております。 

 つきましては，議案の１名の方を在外選挙人名簿から抹消するも

のであります。 

なお，令和元年第１７回八千代市選挙管理委員会での在外選挙人名

簿登録者数に，議案第１号で可決した２名を加え，この抹消する者

１名を除いた登録者数は，男８８名，女９２名，計１８０名となり

ます。 

 以上，ご審議の程，お願いいたします。 

周郷委員長 これより，議案第２号について質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

各 委 員 質疑なし 

周郷委員長 質疑なしと認めます。 

これより，議案第２号「在外選挙人名簿から抹消することについ

て」採決いたします。 

本案は，原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

周郷委員長 

 

ご異議なしと認めます。 

よって，本案は原案のとおり可決されました。 

次に，報告事項に移ります。 

報告事項第１号「令和元年八千代市議会第４回定例会について」

事務局より説明願います。 

局   長 昨年１２月，令和元年八千代市議会第４回定例会で，一般質問が

ございました。 

その件につきまして，ご報告させていただいたうえで，ご意見等

をいただきたく，付議させていただきました。 

質問の要旨といたしましては，投票率向上に向けてということ

で，１８歳，１９歳の投票率，長野市・信州大学の取組，投票立会

人の要請，各高校などへの出前講座についての質問でした。 

１８歳，１９歳の投票率につきましては，令和元年７月２１日執
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行の参議院議員通常選挙における千葉県選出議員での投票率を答弁

いたしました。 

まずは１８歳，１９歳の投票率について，八千代市は１８歳の投

票率は３５.６１％，１９歳の投票率について２９.９７％，１８

歳，１９歳の平均投票率について３２.８５％と答弁しております。 

１８歳が高くて１９歳以降の投票率が低下している特徴につきま

しては，どのように捉えているかという質問もございまして，１８

歳は選挙権を得て初の選挙ということや，高校で主権者教育を受け

ること等で関心が高まっているということ，１９歳以降は，進学や

就職などで親元を離れ，家庭や学校を通じて，「投票に行こう」と

選挙への後押しをしてもらえる環境が少なくなること等で，これは

全国的にこのような傾向があるということで八千代市も同様の傾向

があると考えていると答弁いたしました。 

２番目の質問で，長野市・信州大学の取り組みについて質問がご

ざいまして，その中で，大学生や高校生を投票立会人，投票事務従

事者に導入しているが，八千代市の状況はという質問で，八千代市

では大学生の投票立会人を期日前投票で，平成２６年度から選挙の

都度市内にある２つの大学に募集をしているが，近年応募が無い状

態であると答弁をしております。 

今後の取り組みについて，他の自治体へ調査を実施いたしまし

て，その調査に基づいて研究をしてまいりたいという答弁をしてお

ります。 

選挙出前講座についての質問は，市内の高等学校で選挙出前講座

を実施しており，中学校では，生徒会選挙の際，記載台や投票箱の

貸出を実施しているが，今後は，生徒会選挙などに職員が出向い

て，選挙出前講座を実施し，その後は小学校へと段階を踏んで，対

象を拡大してまいりたいと答弁いたしました。 

啓発ポスターにつきまして，小中学校，高等学校を対象に明るい

選挙啓発ポスター，標語を募集して市のホームページや学校を通し

て周知をしております。 

平成２９年度は，市内高校生の作品が，賞を受賞したこともあ

り，平成３０年１２月に執行した市議会議員選挙の啓発ポスターと

して活用したと答弁をいたしました。 

政治意識の向上についての質問につきましては，教育委員会の方

で，主権者教育の一例として，小学校社会科では，市町村による公

共施設の整備，租税の役割，中学校社会科では，民主政治の来歴，

民主政治の推進と公正な世論の形成や選挙等国民の政治参加との関

連等を学習しており，今後とも地方自治の発展に寄与しようとする

住民としての自治意識の基礎を育てることで，主権者として社会に

参画しようとする意識を醸成する学習を進めていきたいと答弁をい

たしました。 

今後は選挙出前講座を小中学校のみではなく，教育委員会におけ

る講座などにも登録し，要望があったときには，対応してまいりた

いと考えております。 

若年層だけではなく，全体を対象として主権者教育に力を入れて
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まいりたいと考えております。 

周郷委員長 これより報告事項第１号についてご意見等伺います。 

周郷委員長 若年層の投票率について，２０代は低い投票率であるが，急に投

票率が上がることは考えられないので，やはり若いうちからの主権

者教育は影響が大きいと考えられます。 

今後とも教育委員会と連携しながら，主権者教育に力を入れてい

くことは大切であると思います。 

局   長 高校生，大学生の投票立会人，投票事務従事者における他の自治

体の状況を参考にして研究してまいりたいと考えております。 

廣川委員  親元を離れて上京する際などに，転出，転入届を出さないケース

も多く，どうしても，選挙のために実家に戻ってまで選挙をするケ

ースは少ないと考えられます。 

局   長 高校生のときから，主権者教育を受けることは影響が大きいと考

えられます。 

今後もより一層，選挙出前講座の実施を進めてまいりたいと思い

ます。 

周郷委員長 

 

 以上で，報告事項第１号「令和元年八千代市議会第４回定例会に

ついて」は終了いたします。 

次に，報告事項第２号「選挙出前講座について」事務局より説明

願います。 

局   長 選挙出前講座につきまして，２月１３日木曜日に八千代松陰高等

学校，３月１１日水曜日に千葉英和高等学校において実施を予定し

ております。 

委員の皆様にも，昨年に引続き，講座をご覧になっていただきた

いと考えております。 

その件につきまして，ご報告させていただいたうえで，ご意見等

をいただきたく，付議させていただきました。 

詳細は，書記よりご説明いたします。 

次   長 選挙出前講座につきまして，２月１３日木曜日に八千代松陰高等

学校，３月１１日水曜日に千葉英和高等学校において実施を予定し

ており，現在，両校と打合せを行っているところでございます。 

八千代松陰高等学校につきましては１年生，千葉英和高等学校に

つきましては，１年生の半分と２年生全員を対象に予定しておりま

す。 

講座の内容や流れは，前回の八千代東高等学校と同様であり，ス

ライドを見ながら講義を進め，模擬投票を体験していただく予定で

す。 

周郷委員長 これより報告事項第２号についてご意見等伺います。 
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周郷委員長 ２月１３日，３月１１日の選挙出前講座につきまして，皆さんの

ご都合はいかがでしょうか。 

各 委 員 今のところ，出席できると考えております。 

周郷委員長 

 

以上で，報告事項第２号「選挙出前講座について」は終了いたし

ます。 

次に，報告事項第３号「電子公印について」事務局より説明願い

ます。 

局   長 昨年１２月，総務部より，人事・給与システムの更新にあたり，

辞令書等の作成時に押印する公印を，電子公印としてシステムに登

載するため，印影の提出等の依頼がございました。 

その件につきまして，ご報告させていただいたうえで，ご意見等

をいただきたく，付議させていただきました。 

詳細は，書記よりご説明いたします。 

次   長 総務部職員課において，人事・給与システムの更新があり，電子

公印を使用できるようになります。 

現在，昇給辞令などは，職員課で書類を作成いただき，公印は選

挙管理委員会事務局で押印しておりますが，人事・給与システムが

更新されると，電子公印が使用された印になります。 

周郷委員長 これより報告事項第３号についてご意見等伺います。 

周郷委員長 ほとんど全ての書類が電子公印になるのですか。 

次   長 昇給辞令などの人事・給与関係が対象となります。 

局   長 住民票や印鑑証明と同じように公印が印刷された状態でプリンタ

ーから出力されるイメージです。 

周郷委員長 

 

以上で，報告事項第３号「電子公印について」は終了いたしま

す。 

次に，報告事項第４号「令和元年度明るい選挙啓発ポスター展示

について」事務局より説明願います。 

局   長 令和元年度明るい選挙啓発ポスターにつきまして，来月，市役所

新館１階ロビーにて，展示を予定しております。 

その件につきまして，ご報告させていただいたうえで，ご意見等

をいただきたく，付議させていただきました。 

令和元年度明るい選挙啓発ポスターにつきまして，啓発の効果を

一層高めるため，市役所庁舎や教育委員会庁舎などに掲示していく

ことを考えております。 

 また，選挙啓発ポスターを掲示しご覧になっていただくことによ

り，啓発の効果が高まるとともに，ポスター応募への意欲も一層高

まる効果があると考えております。 
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周郷委員長 これより報告事項第４号についてご意見等伺います。 

廣川委員 応募していただいた，ポスターが入賞などした場合，インパクト

があり，より一層，啓発の効果や応募への意欲が高まると思いま

す。 

局   長 学校内の仲間同士で，ポスターの応募について誘い合い，切磋琢

磨することで，さらに良い方向に向かうのではと思います。 

周郷委員長 

 

以上で，報告事項第４号「令和元年度明るい選挙啓発ポスター展

示について」は終了いたします。 

次に，報告事項第５号「選挙事務における調査結果について」事

務局より説明願います。 

局   長 選挙事務につきまして，他の自治体へ調査を実施いたしまして，

その調査結果がまとまったところでございます。 

その件につきまして，ご報告させていただいたうえで，ご意見等

をいただきたく，付議させていただきました。 

詳細は，書記よりご説明いたします。 

次   長 ７項目の調査中，調査票１，調査票３につきましては，先ほどの

議会の答弁の内容でもございました，高校生の投票立会人，高校生

の事務従事者について，調査票２につきましては，高校生に限ら

ず，投票立会人の選任についての内容です。 

高校生の投票立会人を導入している自治体はそこまで多くない状

況ですが，導入している自治体もございました。 

今後は，減少することはなく，増加していくのではと思います。 

高校生に関しましては，投票立会人，投票事務従事者，どちらも

学校を通して募集しているケースが多く，学校の方が選出してくだ

さっておりますので，当日，突然来ることができなくなったなどの

危険性は少ないのではと思っております。 

高校生は，派遣職員と同じように，フルで従事していただくこと

は難しいと考えられ，実際に導入している自治体も，一日フルに従

事ではなく，半日従事や１日３時間従事などの自治体もみられます

ので，今後，調査結果を参考に高校生の投票立会人，高校生の投票

事務従事者の導入を考えてまいります。 

調査４に関しましては商業施設における期日前投票所について調

査した内容となります。 

調査５，６，７に関しましては，啓発の関係になります。 

調査５は常時啓発，調査６は自治体の議員及び長の選挙，調査７

は参議院議員選挙について，どのような啓発を実施したかにつきま

して，回答をいただいております。 

投票率や啓発の関係は各方面から，いろいろご意見をいただいて

おります。 

今のところ八千代市といたしましては主権者教育に力を入れてお

りますと答弁をしておりますが，その他にもポスターや立て看板な
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どを実施しており，他の自治体が実施していることを研究し，導入

可能であるところは導入してまいりたいと考えております。 

局   長 調査結果を参考に，他の自治体が実施していることで，八千代市

でも実施できるものは，取り入れてまいりたいと考えております。 

周郷委員長 これより報告事項第５号についてご意見等伺います。 

周郷委員長 立会人，従事者の関係ですが，事務局のほうでの考えはいかがで

しょうか。 

次   長 高校生の投票立会人，投票従事者につきましては，選挙事務の強

化，サポートというよりも，選挙啓発の一環と考えております。 

局   長 主権者教育の一環であるとも考えております。 

周郷委員長 高校生の投票立会人，投票従事者の交代の際，事務的なミスなど

が発生しないよう気をつける必要があります。 

局   長 全体を見回す案内係なども考えており，土曜日，日曜日に従事し

ていただく方向で学校とも相談してまいりたいと思っております。 

周郷委員長 学校との関わり，連携が必要であると思います。 

局   長 高校生は，あくまでも補助であり，万が一，当日来ることができ

ないような事態の際にも選挙事務に穴があくことがなく，執行でき

るようにと考えております。 

 報酬の支払いについても考えていく必要があると思います。 

周郷委員長 高校生の投票立会人，投票従事者を，以前実施していたにもかか

わらず，廃止した自治体については，廃止した理由を参考にするこ

とも大切であると思います。 

次   長 突発の選挙に対応できなかったため，廃止した自治体もございま

した。 

廣川委員 自宅から従事する場所までの往復の間，万が一事故などが発生し

た際の対応も考える必要もあります。 

局   長 学校を通して，学校の授業の一環として選挙事務に従事していた

だければ，学校で加入している保険の対象であると思われます。 

廣川委員 教育課程の一環である場合，学校の保険の対象となります。 

周郷委員長 次に啓発の関係に移りますが，いかがでしょうか。 

次   長 啓発の関係は，子育て世代にも重点を置き，次の選挙の際には，

市内の私立保育園にもポスターを掲示していくことを考えておりま
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す。 

周郷委員長 有権者の啓発につきましては，今後も明るい選挙推進協議会とも

連携して進めていくことができましたらと思います。 

局   長 啓発の際，やっちグッズなどあると子どもたちが持っていくと思

います。 

周郷委員長 報告事項第５号「選挙事務における調査結果について」全体を通

して意見などございますか。 

局   長 他市では，このようなことを実施しているので，八千代市でも実

施できますかという意見などがございましたら，いただけますでし

ょうか。 

この度，明るい選挙推進協会からいただいた「選挙と政治の話」

のパンフレットを成人式で配布いたしました。 

今後は，高校での選挙出前講座の受講生や，新中学３年生に配布

することも考えております。 

周郷委員長 

 

 以上で，報告事項第５号「選挙事務における調査結果について」

は終了いたします。 

本日会議に付議された案件の審議はすべて終了いたします。 

これをもちまして，令和２年第１回八千代市選挙管理委員会を閉

会いたします。 

 


